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(57)【要約】
【課題】ドライエッチングによるチップ分離法の特徴を
生かしたチップ分離方法と搬送方法を提供する。
【解決手段】複数の半導体素子また半導体集積回路が形
成されたウエハー１００から当該半導体素子または当該
半導体集積回路を分離する方法であって、当該ウエハー
１００の表面に、分離のために除去される線状の部分を
露出させたマスク層を形成する工程と、当該露出部分を
ウエハーの厚みの３分の２以上の深さまでエッチングす
る工程とを含み、分離されたあとの個々の当該半導体素
子または当該半導体集積回路の一つの群に他と識別でき
る形状を与えることを特徴とする方法が提供される。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の半導体素子また半導体集積回路が形成されたウエハーから当該半導体素子または
当該半導体集積回路を分離する方法であって、
　当該ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出させたマスク層を形
成する工程と、
　当該露出部分をウエハーの厚みの３分の２以上の深さまでエッチングする工程とを含み
、
　分離されたあとの個々の当該半導体素子または当該半導体集積回路の一つの群に他と識
別できる形状を与えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　当該線状のパターンは、当該半導体素子または当該半導体集積回路を分離するための単
純な格子線以外の部分を含むことによって、分離されたあとの個々の当該半導体素子また
は当該半導体集積回路に他と識別できる形状を与えることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、
　識別は電気的試験の結果の良品と不良品を識別するためのものであることを特徴とする
方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、
　良品は単純な格子線で加工された形状を有し、不良品は単純な格子線以外のパターンで
加工された部分を含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　複数の半導体素子また半導体集積回路が形成されたウエハーから当該半導体素子または
当該半導体集積回路を分離する方法であって、
　当該ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出させたマスク層を形
成する工程と、
　当該露出部分をウエハーの厚みの３分の２以上の深さまでエッチングする工程とを含み
、
　当該線状のパターンは、当該半導体素子または当該半導体集積回路の間隔部に形成され
たテスト素子が、分離後の当該半導体素子または当該半導体集積回路に付随して残ること
がないように形成された線状パターンであることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、
　当該線状のパターンは、当該テスト素子の周囲を囲む閉じた線を含むことを特徴とする
方法。
【請求項７】
　複数の半導体素子また半導体集積回路が形成されたウエハーから当該半導体素子または
当該半導体集積回路を分離する方法であって、
　当該ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出させたマスク層を形
成する工程と、
　当該露出部分を当該半導体素子または当該半導体集積回路を分離できるまでエッチング
する工程と、
　互いに分離された複数の当該半導体素子または当該半導体集積回路を流体の流れに乗せ
て移送する工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　複数の半導体素子また半導体集積回路が形成されたウエハーから当該半導体素子または
当該半導体集積回路を分離する方法であって、
　当該ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出させたマスク層を形
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成する工程と、
　当該ウエハーをステージ上に置く工程と、
　当該露出部分を当該半導体素子または当該半導体集積回路を分離できるまでエッチング
する工程と、
　当該ステージを傾斜させて、分離された当該半導体素子または当該半導体集積回路を当
該ステージ近傍に用意した回収部に移す工程とを含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　適度な形状の環状剛性フレームの枠内に張られたフレキシブルシート上にウエハーを貼
付し、その状態でステージにおいて、チップが完全に分離される直前の深さまでトレンチ
エッチングを行ない、その状態でフレームごと次工程または次工程近傍まで搬送し、その
フレキシブルシートの平面性を壊す工程を行なって、わずかに残されてチップ間をつない
でいる基板層を破壊してチップの分離を完成させることを特徴とする半導体素子または半
導体集積回路の分離方法。
【請求項１０】
　適度な形状の環状剛性フレームの枠内に張られたフレキシブルシート上にウエハーを貼
付し、その状態でステージにおいて、チップが完全に分離される直前の深さまでトレンチ
エッチングを行ない、その状態でフレームごと次工程または次工程近傍まで搬送し、機械
的・熱的衝撃を与えて、わずかに残されてチップ間をつないでいるシリコン層を破壊して
チップの分離を完成させることを特徴とする半導体素子または半導体集積回路の分離方法
。
【請求項１１】
　チャンバー内のステージに固定されていないトレーあるいはプレートを介してウエハー
をステージ上に置き、チップが完全に分離される深さまでトレンチエッチングを行ない、
その状態で当該トレーまたはプレートごと次工程または次工程近傍まで搬送することを特
徴とする半導体素子または半導体集積回路の分離搬送方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって、
　ウエハーがトレーまたはプレートに接着層で固定され、当該接着層は温度によって固層
／液層が遷移する材料であることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　複数の半導体素子また半導体集積回路が形成されたウエハーから前記半導体素子または
前記半導体集積回路を分離する方法であって、
　前記ウエハーを熱可塑性の樹脂を介して搬送シートに接着させる工程と、
　前記ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出させたマスク層を形
成する工程と、
　前記マスク層をマスクとして前記ウエハーと前記樹脂および前記搬送シートをエッチン
グし、前記半導体素子または前記半導体集積回路を分離する工程と、
　前記樹脂を加熱し、前記樹脂を液状に溶かす工程と、
　分離された複数の搬送シート同士をつなげるよう、前記樹脂を冷却し前記液状の樹脂を
硬化させる工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、
　前記ウエハー上に形成された複数の半導体素子また半導体集積回路は、同一形状である
ことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の方法であって、
　前記分離された前記半導体素子または前記半導体集積回路におけるボンディングパッド
の位置が、ボンディングワイヤーを介して接続される外部引き出し用端子の位置に近くな
るよう、前記半導体素子または前記半導体集積回路の形状を調整する方法。
【請求項１６】
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　複数の半導体素子また半導体集積回路が形成されたウエハーから前記半導体素子または
前記半導体集積回路を分離する方法であって、
　前記ウエハーを熱可塑性の樹脂を介して搬送シートに接着させる工程と、
　前記ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出させたマスク層を形
成する工程と、
　前記マスク層をマスクとして前記ウエハーまでエッチングする工程と、
　前記樹脂に対するエッチングが進まなくなるよう、前記樹脂を加熱し、前記樹脂を液状
に溶かす工程、
　前記樹脂を冷却し前記液状の樹脂を硬化させる工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記ウエハーまでエッチングする工程と、前記樹脂を液状に溶かす工程との間に、さら
に前記樹脂に対するエッチングを行う工程を有することを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記ウエハーまでエッチングする工程と、前記樹脂を液状に溶かす工程との間に、さら
に前記樹脂および前記搬送シートの一部に対するエッチングを行う工程を有することを特
徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記ウエハー上に形成された複数の半導体素子また半導体集積回路は、同一形状である
ことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記分離された前記半導体素子または前記半導体集積回路におけるボンディングパッド
の位置が、ボンディングワイヤーを介して接続される外部引き出し用端子の位置に近くな
るよう、前記半導体素子または前記半導体集積回路の形状を調整する方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路の形成の終わった半導体ウエハーを半導体集積回路チップ単
位に分離し搬送する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体集積回路の形成の終わった半導体ウエハーを半導体集積回路チップ単位に分離し
、搬送する方法として、様々な方法が提案されている。例えば、特許文献１には、集積回
路チップ間のスペースに、ドライエッチングの手法を用いていわゆるトレンチエッチング
を施し、集積回路チップを分離する技術が開示されている。また、特許文献２には、エッ
チングによるチップ分離の方法を生かして、不規則な平面形状を有するチップが形成され
たウエハーであっても、分離を行なえる技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０７－７４１３０号公報
【特許文献２】特開２００１－１４８３５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記課題に対して、本発明では、ドライエッチングによるチップ分離法の特徴を生かし
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て、従来の方法では実現が困難であった種々の特徴を備えたチップ分離方法と搬送方法を
提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、複数の半導体素子また半導体
集積回路が形成されたウエハーから当該半導体素子または当該半導体集積回路を分離する
方法であって、当該ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出させた
マスク層を形成する工程と、当該露出部分をウエハーの厚みの３分の２以上の深さまでエ
ッチングする工程とを含み、分離されたあとの個々の当該半導体素子または当該半導体集
積回路の一つの群に他と識別できる形状を与えることを特徴とする方法が提供される。
【０００６】
　当該線状のパターンは、当該半導体素子または当該半導体集積回路を分離するための単
純な格子線以外の部分を含むことによって、分離されたあとの個々の当該半導体素子また
は当該半導体集積回路に他と識別できる形状を与えるようにしてもよい。
【０００７】
　識別は電気的試験の結果の良品と不良品を識別するためのものであってもよい。
【０００８】
　良品は単純な格子線で加工された形状を有し、不良品は単純な格子線以外のパターンで
加工された部分を含んでもよい。
【０００９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数の半導体素子また
半導体集積回路が形成されたウエハーから当該半導体素子または当該半導体集積回路を分
離する方法であって、当該ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出
させたマスク層を形成する工程と、当該露出部分をウエハーの厚みの３分の２以上の深さ
までエッチングする工程とを含み、当該線状のパターンは、当該半導体素子または当該半
導体集積回路の間隔部に形成されたテスト素子が、分離後の当該半導体素子または当該半
導体集積回路に付随して残ることがないように形成された線状パターンであることを特徴
とする方法が提供される。
【００１０】
　当該線状のパターンは、当該テスト素子の周囲を囲む閉じた線を含んでもよい。
【００１１】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数の半導体素子また
半導体集積回路が形成されたウエハーから当該半導体素子または当該半導体集積回路を分
離する方法であって、当該ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出
させたマスク層を形成する工程と、当該露出部分を当該半導体素子または当該半導体集積
回路を分離できるまでエッチングする工程と、互いに分離された複数の当該半導体素子ま
たは当該半導体集積回路を流体の流れに乗せて移送する工程を含むことを特徴とする方法
が提供される。
【００１２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数の半導体素子また
半導体集積回路が形成されたウエハーから当該半導体素子または当該半導体集積回路を分
離する方法であって、当該ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出
させたマスク層を形成する工程と、当該ウエハーをステージ上に置く工程と、当該露出部
分を当該半導体素子または当該半導体集積回路を分離できるまでエッチングする工程と、
当該ステージを傾斜させて、分離された当該半導体素子または当該半導体集積回路を当該
ステージ近傍に用意した回収部に移す工程とを含むことを特徴とする方法が提供される。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、適度な形状の環状剛性
フレームの枠内に張られたフレキシブルシート上にウエハーを貼付し、その状態でステー
ジにおいて、チップが完全に分離される直前の深さまでトレンチエッチングを行ない、そ
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の状態でフレームごと次工程または次工程近傍まで搬送し、そのフレキシブルシートの平
面性を壊す工程を行なって、わずかに残されてチップ間をつないでいる基板層を破壊して
チップの分離を完成させることを特徴とする半導体素子または半導体集積回路の分離方法
が提供される。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、適度な形状の環状剛性
フレームの枠内に張られたフレキシブルシート上にウエハーを貼付し、その状態でステー
ジにおいて、チップが完全に分離される直前の深さまでトレンチエッチングを行ない、そ
の状態でフレームごと次工程または次工程近傍まで搬送し、機械的・熱的衝撃を与えて、
わずかに残されてチップ間をつないでいるシリコン層を破壊してチップの分離を完成させ
ることを特徴とする半導体素子または半導体集積回路の分離方法が提供される。
【００１５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、チャンバー内のステー
ジに固定されていないトレーあるいはプレートを介してウエハーをステージ上に置き、チ
ップが完全に分離される深さまでトレンチエッチングを行ない、その状態で当該トレーま
たはプレートごと次工程または次工程近傍まで搬送することを特徴とする半導体素子また
は半導体集積回路の分離搬送方法が提供される。
【００１６】
　ウエハーがトレーまたはプレートに接着層で固定され、当該接着層は温度によって固層
／液層が遷移する材料であってもよい。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数の半導体素子また
半導体集積回路が形成されたウエハーから前記半導体素子または前記半導体集積回路を分
離する方法であって、前記ウエハーを熱可塑性の樹脂を介して搬送シートに接着させる工
程と、前記ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出させたマスク層
を形成する工程と、前記マスク層をマスクとして前記ウエハーと前記樹脂および前記搬送
シートをエッチングし、前記半導体素子または前記半導体集積回路を分離する工程と、前
記樹脂を加熱し、前記樹脂を液状に溶かす工程と、分離された複数の搬送シート同士をつ
なげるよう、前記樹脂を冷却し前記液状の樹脂を硬化させる工程を含むことを特徴とする
方法が提供される。
【００１８】
　前記ウエハー上に形成された複数の半導体素子また半導体集積回路は、同一形状であっ
てもよい。
【００１９】
　前記分離された前記半導体素子または前記半導体集積回路におけるボンディングパッド
の位置が、ボンディングワイヤーを介して接続される外部引き出し用端子の位置に近くな
るよう、前記半導体素子または前記半導体集積回路の形状を調整してもよい。
【００２０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数の半導体素子また
半導体集積回路が形成されたウエハーから前記半導体素子または前記半導体集積回路を分
離する方法であって、前記ウエハーを熱可塑性の樹脂を介して搬送シートに接着させる工
程と、前記ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出させたマスク層
を形成する工程と、前記マスク層をマスクとして前記ウエハーまでエッチングする工程と
、前記樹脂に対するエッチングが進まなくなるよう、前記樹脂を加熱し、前記樹脂を液状
に溶かす工程、前記樹脂を冷却し前記液状の樹脂を硬化させる工程を含むことを特徴とす
る方法が提供される。
【００２１】
　前記ウエハーまでエッチングする工程と、前記樹脂を液状に溶かす工程との間に、さら
に前記樹脂に対するエッチングを行う工程を有してもよい。
【００２２】
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　前記ウエハーまでエッチングする工程と、前記樹脂を液状に溶かす工程との間に、さら
に前記樹脂および前記搬送シートの一部に対するエッチングを行う工程を有してもよい。
【００２３】
　前記ウエハー上に形成された複数の半導体素子また半導体集積回路は、同一形状であっ
てもよい。
【００２４】
　前記分離された前記半導体素子または前記半導体集積回路におけるボンディングパッド
の位置が、ボンディングワイヤーを介して接続される外部引き出し用端子の位置に近くな
るよう、前記半導体素子または前記半導体集積回路の形状を調整してもよい。
【発明の効果】
【００２５】
　以上説明したように、本発明によれば、従来の方法では実現が困難であった種々の特徴
を備えたチップ分離方法と搬送方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係るチップの分離方法として、ウエハーと搬送シートと
の間に熱可塑性樹脂を用いた場合の実施例を説明するための図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施形態に係るチップの分離方法として、ウエハーと搬送シートと
の間に熱可塑性樹脂を用いた場合の実施例を説明するための図である。
【図２Ａ】一実施形態に係るチップの分離方法として、ウエハーと搬送シートとの間に熱
可塑性樹脂を用いた場合の変形例を説明するための図である。
【図２Ｂ】一実施形態に係るチップの分離方法として、ウエハーと搬送シートとの間に熱
可塑性樹脂を用いた場合の変形例を説明するための図である。
【図３Ａ】一実施形態に係るチップの分離方法として、ウエハーと搬送シートとの間に熱
可塑性樹脂を用いた場合の変形例を説明するための図である。
【図３Ｂ】一実施形態に係るチップの分離方法として、ウエハーと搬送シートとの間に熱
可塑性樹脂を用いた場合の変形例を説明するための図である。
【図４Ａ】比較例としてのＳｉＰ構造を説明するための図である。
【図４Ｂ】比較例としてのＳｉＰ構造を説明するための図である。
【図５Ａ】一実施形態に係る非矩形のチップに設けられたボンディングパッドとボンディ
ングワイヤーの例を説明するための図である。
【図５Ｂ】一実施形態に係る非矩形のチップに設けられたボンディングパッドとボンディ
ングワイヤーの例を説明するための図である。
【図６Ａ】一実施形態に係るウエハー上に製作するチップの、好ましい形状の例を説明す
るための図である。
【図６Ｂ】一実施形態に係るウエハー上に製作するチップの、好ましい形状の例を説明す
るための図である。
【図６Ｃ】一実施形態に係るウエハー上に製作するチップの、好ましい形状の例を説明す
るための図である。
【図６Ｄ】一実施形態に係るウエハー上に製作するチップの、好ましい形状の例を説明す
るための図である。
【図６Ｅ】一実施形態に係るウエハー上に製作するチップの、好ましい形状の例を説明す
るための図である。
【図６Ｆ】一実施形態に係るウエハー上に製作するチップの、好ましい形状の例を説明す
るための図である。
【図６Ｇ】一実施形態に係るウエハー上に製作するチップの、好ましい形状の例を説明す
るための図である。
【図６Ｈ】一実施形態に係るウエハー上に製作するチップの、好ましい形状の例を説明す
るための図である。
【図６Ｉ】一実施形態に係るウエハー上に製作するチップの、好ましい形状の例を説明す
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るための図である。
【図６Ｊ】一実施形態に係るウエハー上に製作するチップの、好ましい形状の例を説明す
るための図である。
【００２７】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、本
明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の
符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２８】
　以下、本発明の一実施形態に係る半導体ウエハーの集積回路チップ分離・搬送方法を説
明する。各チップを形成するための工程と、各チップに対する電気的検査が終わった半導
体ウエハーの表面に、マスクパターンを形成する。
【００２９】
　一つはいわゆるフォトリソグラフ技術に依るもので、半導体ウエハー表面へのフォトレ
ジスト層の形成と、所定のマスクパターンの露光現像により、エッチングすべき領域のみ
を露出させたマスク層を形成するものである。もう一つは同じパターンを半導体ウエハー
表面に印刷技術を用いて印刷するものである。チップを分離するためのエッチングパター
ンは集積回路自体を形成するときに比べて、要求される寸法精度が緩やかであるため、イ
ンクジェット印刷のような、比較的安価な印刷技術を用いて所望のパターンが形成できる
。
【００３０】
　いずれかの方法で形成したマスク層を表面に有した状態で、公知のプラズマドライエッ
チングによって、露出したシリコンを深さ方向（チップの厚みを裏面方向）にエッチング
していく。
【００３１】
　トレンチエッチングによるチップの分離は、ダイシングソー（回転砥石）による切断分
離とちがって、切断線のパターンが直行格子状でなくてもよい。その特徴を生かした新規
な発明が次に開示される。
【００３２】
　まず、本発明の一実施形態にかかる、ある側面によれば、複数の半導体素子また半導体
集積回路が形成されたウエハーから当該半導体素子または当該半導体集積回路を分離する
方法であって、当該ウエハーの表面に、分離のために除去される線状の部分を露出させた
マスク層を形成する工程と、当該露出部分をウエハーの厚みの３分の２以上の深さまでエ
ッチングする工程とを含み、当該線状のパターンは、当該半導体素子または当該半導体集
積回路を分離するための単純な直行格子線以外の部分を含み、分離された後の個々の当該
半導体素子または当該半導体集積回路の一つの群に他と識別できる形状を与えることを特
徴とし、その識別は、典型的には素子又は集積回路の電気的試験の結果の良品と不良品を
識別するために用いられる。
【００３３】
　この発明の具体的な実施態様としては、電気的試験の結果が「良」であった素子又は集
積回路は、分離後のその外周平面形状が通常の長方形を成すようにする一方で、電気的試
験の結果が「不良」であった素子又は集積回路は、分離後のその外周形状が、通常の長方
形の一部が欠けた形状にすることが可能である。
【００３４】
　このように、素子又は集積回路の電気的な良／不良に対応した情報を、その形状に持た
せることによって、アセンブリ工程において、光学的な手法で、あるいは特定形状のジグ
とのフィッティング状態によって、素子又は集積回路の良否を判定することができる。
さらに、形成する「欠け」の形状および位置によって、不良のモードを複数に分けて情報
付与することも可能である。
【００３５】
　また別の側面では、複数の半導体素子また半導体集積回路が形成されたウエハーから当
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該半導体素子または当該半導体集積回路を分離する方法であって、当該ウエハーの表面に
、分離のために除去される線状の部分を露出させたマスク層を形成する工程と、当該露出
部分をウエハーの厚みの３分の２以上の深さまでエッチングする工程とを含み、当該線状
のパターンは、当該半導体素子または当該半導体集積回路を分離するための単純な直行格
子線以外の部分を含み、当該半導体素子または当該半導体集積回路の間隔部に形成された
テスト素子が、分離後の当該半導体素子または当該半導体集積回路に付随して残ることが
ないように形成された線状パターンであることを特徴とする。
【００３６】
　半導体集積回路の製造工程では、実際に製品となる集積回路（チップ）以外に、製造プ
ロセス途中または製造プロセス終了後に、特定の電気特性や加工形状を、より詳細に測定
・観測できるようにしたテスト素子（ＴＥＧ）を、チップ間のスペースに形成することが
ある。このようなテスト素子を形成したウエハーを、従来のダイシングソー（回転砥石）
による切断によって分離を行なうと、テスト素子はそのほほ中央で切断されて、場合によ
っては、その両端領域が製品チップの最外周部に残ることがある。そのため、顧客等も含
めた第三者がそのＴＥＧのパターン等を観察・分析できるようになり、そのＴＥＧに含ま
れるノウハウが流出する恐れがあった。本発明によれば、実際に製品となる集積回路（チ
ップ）を分離するためのトレンチパターンに加えて、個々のＴＥＧを取り囲む方形または
環状のトレンチパターンを設けてエッチングを行なうことにより、個々のＴＥＧが製品チ
ップから完全に分離されるため、製品チップとともに社外に出されることが無くなり、ノ
ウハウの流出を防止できる。
【００３７】
　分離されたあるいはほぼ分離されたチップを、ダイボンディング等の次工程に搬送する
新規な方法として、本発明の一実施形態によれば、さらに次の方法を提供する。
　（１）エッチングチャンバー内でウエハーを搭載するステージ又は下部電極上で、チッ
プが完全に分離されるまで、ウエハーの厚みの全部にわたってエッチングを行なう場合；
・方法Ａ
　被加工ウエハーをステージ又は下部電極上に直接置くのでなく、ウエハーよりもひと回
り大きい円形または６角形、方形のトレーを介してウエハーを置き、その状態でエッチン
グを行なう。チップが完全分離された後は、その状態でそのトレーを、搬送アームのよう
な機械的搬送手段によって、チャンバーから取り出し、次工程のための装置のインタフェ
ースまで運ぶ。
【００３８】
　なお、ウエハーとトレーとを、仮の接着（固定）層で固定しておくこともできる。この
ような層の材料としては、温度によって固層／液層が遷移する材料が好ましい。そのよう
な材料としては、パラフィン、ある種の液晶、高分子プラスチック材料などが考えられる
。
【００３９】
　接着層が固層である温度帯域で、トレンチエッチングを行なうと、チップが完全に分離
される状態にまでエッチングを行なっても、チップはその底面において、接着層でトレー
に固定されているので、ばらばらになることが無い。その後、チップの回収装置にまでト
レーを搬送した状態で、接着層が液層になる温度帯域まで昇温すると、チップがトレーか
ら離れやすくなり、回収が可能となる。
【００４０】
　下記にウエハーとトレー（搬送シート）との間に挟まれたあるいは塗布された接着層と
して、熱可塑性樹脂を用いた場合の実施例について詳述する。
【００４１】
（Ａ－１）
　通常、エッチングでウエハーを分離する場合、ウェハーおよび搬送シートの下側までエ
ッチングしてしまうと、チップがバラバラになりチップの搬送が困難となる。そこで搬送
シートのシート上面の手前でエッチングを止めなければならないが、その為にはエッチン
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グの終点を検出する必要が生ずる。しかし、シート上面の手前でエッチングを止めるため
の終点検出には、数μｍレベルの精度が必要となり、困難である。そこでシートとウエハ
ーの間に熱可塑性の樹脂を入れる（第１の例）。
【００４２】
　まず、エッチングにより、ウエハー１００、熱可塑性の樹脂１０２および搬送シート１
０４まで切断し分割してしまう（図１Ａ）。その後、分割されたチップ１０６を加熱して
樹脂１０２を溶かす。このときの温度としては、例えば、２２０℃～２５０℃が好ましい
。溶かされた樹脂１０２は、複数のチップ１０６間に、すなわち複数の搬送シート１０４
の間に溜まる。その後、樹脂１０２を冷却して固める（固体化させる）と、複数の搬送シ
ート間が樹脂１０２により結合する（図１Ｂ）。すなわち、ウエハー１００は分離してい
るが、搬送シート１０４は分離していない状態となる。
【００４３】
　以上のようにすることにより、チップ１０６がバラバラになるのを防いで、チップ１０
６を容易に搬送することができる。なお、樹脂を冷却する際の温度として、６０℃～８０
℃が好ましい。
【００４４】
（Ａ－２）
　上記の第１の例では、エッチングにより、ウエハー１００、熱可塑性の樹脂１０２およ
び搬送シート１０４まで切断し分割してしまったが、搬送シートとウェハーの間に熱可塑
性の樹脂を入れる第２の例では、搬送シートの分離は行わない。
【００４５】
　まず、ウエハー２００をエッチングし、熱可塑性の樹脂２０２の途中までエッチングし
ながら、チップ２０６を加熱して樹脂２０２を溶かす（図２Ａ）。このときの温度として
は、例えば、２２０℃～２５０℃が好ましい。ここで、樹脂２０２は液状になっているの
で、固体をエッチングするのとは異なり、見かけ上、エッチングが進まない状態となる。
よって、搬送シート２０４をエッチングすることはない。その後、エッチングを止めて、
樹脂を冷却して固める（図２Ｂ）。
【００４６】
　このように、ウエハー２００をエッチングした後、樹脂２０２を液状にしてエッチング
が進まない状態を生じさせるとともに、エッチングを止めた後、樹脂２０２を冷却するこ
とで、チップ２０６がバラバラになるのを防ぎつつ、搬送シート２０４のエッチングによ
る損傷を防止し、チップ２０６を容易に搬送することができる。また、ある程度の厚みを
持った樹脂２０２がエッチングされている最中に熱を加えれば、搬送シート２０４がエッ
チングされることはないので、精度よいエッチング終点の検出が不要となる。なお、樹脂
を冷却する際の温度として、６０℃～８０℃が好ましい。
【００４７】
　（Ａ－３）
　搬送シートとウェハーの間に熱可塑性の樹脂を入れるこの第２の例も、搬送シートの分
離は行わない。第２の例では、樹脂２０２がエッチングされている途中に熱を加えて、搬
送シート２０４の損傷を防止したが、この第３の例では、エッチングが搬送シートに達し
てしまっても搬送シートの損傷を回復できる例である。
【００４８】
　まず、ウエハー３００、熱可塑性の樹脂３０２および搬送シート３０４の一部までエッ
チングする（図３Ａ）。その後、チップ３０６を加熱して樹脂３０２を溶かす。このとき
の温度としては、例えば、２２０℃～２５０℃が好ましい。溶かされた樹脂３０２は、搬
送シート３０４の上部に溜まる。ここで、樹脂３０２は液状になっているので、固体をエ
ッチングするのとは異なり、見かけ上、エッチングが進まない状態となる。その後、エッ
チングを止めて、樹脂３０２を冷却して固めると、エッチングが達してしまって薄くなっ
た搬送シート３０４を樹脂３０２が保護する形となる（図３Ｂ）。
【００４９】
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　このように、エッチングが搬送シート３０４に達してしまったとしても、樹脂３０２を
液状にしてエッチングが進まない状態を生じさせると同時に、エッチングを止めた後、樹
脂３０２を冷却することで、チップ３０６がバラバラになるのを防ぎつつ、搬送シート３
０４のエッチングによる損傷を回復させることができる。それにより、チップ３０６を容
易に搬送することができる。また、樹脂３０２により搬送シート３０４の損傷を回復させ
ることができるので、搬送シートをエッチングさせないための精度よいエッチング終点の
検出が不要となる。なお、樹脂を冷却する際の温度として、６０℃～８０℃が好ましい。
【００５０】
　以上、ウエハーと搬送シートとの間に熱可塑性樹脂を用いた場合の実施例を説明したが
、搬送シートの材質として、石英あるいは石英と同等の特性を有する物質を用いるのが好
ましい。（Ａ－３）のケースのように、搬送シート３０４の上部にまでエッチングが達し
てしまったとしても、石英はウエハー（シリコン）に対して選択比が高いので、搬送シー
ト３０４の損傷を最小限に抑えることができる。
【００５１】
　なお、上記した石英と同等の特性を有する物質として、有機系若しくは無機系の物資の
表面にスパッタリングまたはＣＶＤにて石英を成膜したものでもよい。また、石英の代わ
りに、Ｓｉ３Ｎ４、メタル系薄膜等を成膜してもよいが、シリコンに対して選択比が高い
ことが条件となる。
【００５２】
　方法Ｂ
　被加工ウエハーをステージ又は下部電極上に直接置いてエッチングを行ない、チップを
分離する。ステージまたは下部電極の近傍斜め下方に分離済みチップの回収容器（受け皿
、トレー、ボックス状でも可）を用意し、ステージ又は下部電極をその回収容器の方向に
傾斜させることによって、分離されたチップが回収容器に回収される。
【００５３】
　方法Ｃ
　被加工ウエハーをステージ又は下部電極上に直接置いてエッチングを行ない、チップを
分離する。ステージまたは下部電極の近傍斜め下方に分離済みチップの回収容器（受け皿
、トレー、ボックス状でも可）を用意し、その回収容器の反対側から分離済みのチップ群
を通って回収容器に達する流体（気体または液体）の流れを発生させ、その流れによって
、分離済みのチップを回収容器に回収する。この場合、回収容器の底部など一部は、流体
のみの通過を許す大きさの多数の孔を設けるか、メッシュ状にしておく。流れを形成する
ための気体としては、窒素などの比較的安価で不活性なガスが好ましく、液体であれば、
イソプロピルアルコール、フロン液などが適している。別の方法としては、真空掃除機の
吸い口のような構成品で吸引回収することも可能である。また、粘着性のシートに付着さ
せた状態で搬送することもできる。
【００５４】
　方法Ｄ
　上記方法（３）に開示した、流体による搬送方法において、チップ表面にフォトレジス
ト層や一時的な保護層が形成されている場合、それらの層を溶かす溶剤を搬送用の流体と
して用いれば、搬送しながら層の除去（ストリッピング）を行なうことができる。これに
より、搬送中は保護層によって、チップ相互の接触による表面の損傷を防止しつつ、搬送
の終了時点では、その保護層の除去が完了するというメリットが得られる。
【００５５】
　（２）エッチングチャンバー内でウエハーを搭載するステージ又は下部電極上で、チッ
プが完全に分離される直前の深さまでエッチングを行なう場合；
方法Ａ
　適度な形状の環状剛性フレームの枠内に張られたポリイミドなどのフレキシブルシート
上にウエハーを貼付し、その状態でステージ又は下部電極上において、チップが完全に分
離される直前の深さまでエッチングを行なう。その状態でフレームごと次工程または次工
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程近傍まで搬送し、そのシートの平面性を壊す工程を行なって、わずかに残されてチップ
間をつないでいるシリコン層を破壊してチップの分離を完成させることができる。
【００５６】
　シートの平面性を壊す手段としては；
・裏面側から中央を機械的に持ち上げる、
・裏面側を陽圧にして、あるいは裏面に気体または液体を吹き付けて表面側が凸になるよ
うに持ち上げる、
などの方法がある。
【００５７】
　方法Ｂ
　適度な形状の環状剛性フレームの枠内に張られたポリイミドなどのフレキシブルシート
上にウエハーを貼付し、その状態でステージ又は下部電極上において、チップが完全に分
離される直前の深さまでエッチングを行なう。その状態でフレームごと次工程装置または
次工程装置近傍まで搬送し、機械的・熱的衝撃を与えて、わずかに残されてチップ間をつ
ないでいるシリコン層を破壊してチップの分離を完成させることができる。
機械的・熱的衝撃を与える手段としては；
・打撃、音波、超音波、急激な温度変化などの方法がある。
【００５８】
　以上、分離方法について説明したが、エッチングによるチップ分離の最大の利点は、チ
ップの形状が複雑であっても、容易に分離することができるところにある。言い換えれば
、チップの形状を、四角形ではなく、所望の形状にできるところにあると言える。そこで
、以下では、ＳｉＰ（システムインパッケージ）で１パッケージ内に幾つものチップを積
層しなければならない場合において、本発明の実施形態が非常に有効である点を説明する
。
【００５９】
　従来のＳｉＰの構造として、たとえば、図４Ａのような構造がある。シリコンインター
ポーザー４００の上に、５つのチップ４０２、４０４、４０６、４０８、４１０が積層さ
れており、それぞれはインターポーザー４００とボンディングワイヤ４１２を介して接続
されている。５枚ものチップが積層されているので、それぞれのチップが発する熱が逃げ
にくい構造となる。すなわち、１番下のチップ４０２と一番上のチップ４１０からの熱は
、それぞれ下部、上部に比較的逃げやすいが、チップ４０２とチップ４１０に挟まれてい
るチップ４０４、４０６、４０８からの熱はたまってしまう。
【００６０】
　一方、従来のＳｉＰ構造の別の例として、たとえば、図４Ｂのような構造がある。これ
はＳｉＰ構造を上部から見た図である。４１８はシリコンインターポーザー、４１４はＣ
ＰＵであり、４１６はＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＤＲＡＭ）、　Ｍｏｂｉｌ
ｅ用無線チップ、ＬＣＤドライバー、Ｉ／Ｏポートなどのチップである。この例でも３つ
のチップが積層されている箇所があり、その箇所の熱が逃げにくくなっている。
【００６１】
　そこで、本発明の実施形態のように、エッチングにて所望形状のチップを切り出すこと
ができれば、１パッケージ内のチップ配置の自由度が格段に増すことができる。矩形であ
れば、上記従来の構造のように、どうしても積層階層を多段にせざるを得ないが、チップ
形状をわずかにいじることにより、ほぼ平面に納めることも可能である。非矩形チップで
あれば、積層せずに済ませられたり、積層数を減らしたりすることができる。少なくとも
積層数を２段までに抑えれば、熱放出の点で非常に有利である。これによりＴＤＰ（Ｔｈ
ｅｒｍａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｐｏｗｅｒ）を大きく取ることができ、混載可能なチップを
ふやすことが可能となり、ＳｉＰ（　システムインパッケージ　）の設計上有利となる。
【００６２】
　エッチングにて所望形状のチップを切り出すことができる場合のメリットとして、さら
に下記があげられる。ＳｉＰで矩形チップを積み上げるとボンディングワイヤーを接続す
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るためのボンディングパッドの配置は、矩形チップの周辺部分に限られてしまう。そこか
ら金（Ａｕ）や銅（Ｃｕ）などのワイヤーを配線すると、配置によっては、どうしても距
離が長くなってしまう。
【００６３】
　そこで本発明の実施形態のように、最初から非矩形チップでＳｉＰ上に配置すると、ボ
ンディングパッドの位置が従来と比較してＡｕワイヤーが最短になるように自由に選択で
きるようになり、ボンディング用のＡｕワイヤーが思いのほか最短距離で接続することが
可能となる。図５Ａおよび図５Ｂに、非矩形（この例では正六角形）のチップ５００に設
けられたボンディングパッド５０２とボンディングワイヤー（Ａｕワイヤー）５０４の例
を示す。
【００６４】
　すなわち、Ａｕワイヤーを介してボンディングパッドとパッケージの外部引き出し用端
子を接続する際、外部引き出し用端子の位置にできるだけ近くボンディングパッドを配置
できるようなチップ形状を選択することで、Ａｕワイヤーの長さを短くすることができる
。例えば、後述する図６Ａ～図６Ｊのようなチップ形状から、外部引き出し用端子の位置
に最も近くボンディングパッドを配置できる形状を選択・調整するという考え方が好まし
い。ボンディングパッドをチップ周辺部の隅部に設けることが多いので、チップの隅部が
外部引き出し用端子の位置に近くなるような形状にすることが好ましい。
【００６５】
　これは昨今の経済状況で金（Ａｕ）が高騰して価格が高止まりしている場合には、Ａｕ
ワイヤーが短い分だけコスト面で極端に有利となる。
【００６６】
　また別の側面では、Ａｕワイヤーが短くなった分だけ余裕を持って大電流を流すことが
可能である。すなわち、Ａｕワイヤーを短くすると、その分Ａｕワイヤーの抵抗も小さく
なり、すると電流が流れたときに発生するジュール熱も小さくすることができ、結果的に
大電流を流すことが可能となる。大電流の制限を行ってでもコスト面で有利に立ちたいの
であれば、最短距離でワイヤーの抵抗値を減らせた分だけ線径を細くすることも可能であ
る。
【００６７】
　以上、チップを所望の形状にすることにより、ＳｉＰの設計上有利であることを説明し
たが、一方、チップをウエハーから切り出す際、１枚のウエハーからなるべく多くのチッ
プを切り出すことが求められる。チップの切り出しに無駄があると、コスト面で非常に不
利である。そのため、ウエハー上に製作する多数のチップの形状が、（１）同一であり、
かつ（２）チップとチップをエッチングにより分離する際に必要な最小限の溝幅の面積を
除いて無駄なくチップを配列できるような形状、であることが望ましい。その例を以下に
列挙する。
【００６８】
　図６Ａは、チップ６００の形状が正三角形の例である。エッチングにより各チップを分
離する際に必要な最小限の溝幅の面積を除いて、無駄なくチップ６００をウエハー上に配
列することができる。これにより、生産コストを下げることができる。
【００６９】
　図６Ｂは、チップ６０２の形状が正六角形の例である。エッチングにより各チップを分
離する際に必要な最小限の溝幅の面積を除いて、無駄なくチップ６０２をウエハー上に配
列することができ、生産コストを下げることができる。
【００７０】
　図６Ｃは、チップ６０４の形状がプラスの記号の例である。エッチングにより各チップ
を分離する際に必要な最小限の溝幅の面積を除いて、無駄なくチップ６０４をウエハー上
に配列することができ、生産コストを下げることができる。
【００７１】
　図６Ｄは、チップ６０６の形状がΣと逆Σとを対向配置させることにより中央に凹みを
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設けた図形の例である。エッチングにより各チップを分離する際に必要な最小限の溝幅の
面積を除いて、無駄なくチップ６０６をウエハー上に配列することができ、生産コストを
下げることができる。
【００７２】
　図６Ｅは、チップ６０８の形状が図６Ｄの図形を右に傾けた図形の例である。エッチン
グにより各チップを分離する際に必要な最小限の溝幅の面積を除いて、無駄なくチップ６
０８をウエハー上に配列することができ、生産コストを下げることができる。なお、図６
Ｄの図形を左に傾けた図形であってもよい。
【００７３】
　図６Ｆは、チップ６１０の形状がくの字の例である。エッチングにより分離する際に必
要な最小限の溝幅の面積を除いて、無駄なくチップ６１０をウエハー上に配列することが
でき、生産コストを下げることができる。なお、折れ曲がる方向は、くの字と反対であっ
てもよい。
【００７４】
　図６Ｇは、チップ６１２の形状が、ジグゾーパズルのように正方形に対して半円状の凹
凸が各辺に設けられた図形の例である。エッチングにより各チップを分離する際に必要な
最小限の溝幅の面積を除いて、無駄なくチップ６１２をウエハー上に配列することができ
る。なお、チップ６１２に設けられたボンディングパッド６１１とボンディングワイヤー
（Ａｕワイヤー）６１３の例も示す。これによれば、チップ６１２の凹凸を用いて配線を
短くすることができる。
【００７５】
　図６Ｈは、チップ６１４の形状が、Ｉの文字に類似し、そのＩの文字の上下の横線に２
箇所ずつ、Ｉの文字の縦線を線対称に、互いに対向する凸部が設けられた図形の例である
。これによっても、エッチングにより、任意のＩの縦線に隣接するＩの横線がはめ込まれ
る状態に分離する際に必要な最小限の溝幅の面積を除いて、無駄なくチップ６１４をウエ
ハー上に配列することができる。
【００７６】
　なお上記では、ウエハー上に製作する多数のチップの形状が同一である例を示したが、
それに限られず、互いに鏡面対象のチップがそれぞれ多数製作されていてもよい。なお、
その場合にも、チップとチップをエッチングにより分離する際に必要な最小限の溝幅の面
積を除いて無駄なくチップを配列できるような形状、であることが望ましい。
【００７７】
　図６Ｉは、チップ６１６の形状がくの字と逆くの字の形状とを半分ずらしてを交互に配
置したの例である。チップ６１６とチップ６１７は互いに鏡面対象の形状となっている。
エッチングにより分離する際に必要な最小限の溝幅の面積を除いて、無駄なくチップ６１
６，チップ６１７をウエハー上に配列することができる。
【００７８】
　図６Ｊは、図６Ｉの変形例であり、チップ６１８の形状が２箇所屈曲している図形の例
である。チップ６１８とチップ６１９は互いに鏡面対象の形状となっている。エッチング
により分離する際に必要な最小限の溝幅の面積を除いて、無駄なくチップ６１８，チップ
６１９をウエハー上に配列することができる。
【００７９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００８０】
　例えば、図６Ａを除く図６Ｂ～図６Ｊまでの例のチップを切り出す場合、従来用いられ
ている機械式のダイシングソーでは切り出すことができない。図６Ｂ～図６Ｊまでの例の
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チップを切り出すには、本発明のように、分離させる部分を露出させたマスク層を形成し
、その露出部分をエッチングする手法でないと実現することができず、この観点からも本
発明の優位性が理解することができる。
【符号の説明】
【００８１】
　１００　　ウエハー
　１０２　　熱可塑性樹脂
　１０４　　搬送シート
　１０６　　チップ
　２００　　ウエハー
　２０２　　熱可塑性樹脂
　２０４　　搬送シート
　２０６　　チップ
　３００　　ウエハー
　３０２　　熱可塑性樹脂
　３０４　　搬送シート
　３０６　　チップ
　４００　　シリコンインターポーザー
　４０２、４０４、４０６、４０８、４１０　　チップ
　４１２　　ボンディングワイヤ
　４１４　　ＣＰＵ
　４１６　　チップ
　４１８　　シリコンインターポーザー
　５００　　チップ
　５０２　　ボンディングパッド
　５０４　　ボンディングワイヤー
　６００、６０２、６０４、６０６、６０８、６１０、６１２、６１４　　チップ
　６１６～６１９　　チップ
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【図５Ｂ】
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【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】

【図６Ｅ】
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